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「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執る
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拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める
件の一部を改正する告示」について（通知）

研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等を行うに当たって執るべき拡散防止
措置については、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関す

る法律」（平成15年法律第97号）の規定に基づき、「研究開発等に係る遺伝子組換え生
物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」（平成16年文部
科学省・環境省令第1号）により定められています。
この省令の規定に基づき別途文部科学大臣が定めることとされている実施上の細目につ

いては、「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散

防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」（平成16年
文部科学省告示第7号）により規定されていますが、平成22年1月15日、当該告示に
ついて、遺伝子組換え生物等の適正かつ効率的な使用の観点から別添のとおり改正が行わ

れました（本告示の施行日は平成22年3月1日としております。）。
なお、今回の改正内容は非常に多岐に亘るものと一なっております。各機関におかれては、

施行に先立ち、本告示の改正について周知等を困り、機関内における拡散防止措置の見直
し等の必要な措置を講じていただくとともに、あらためて遺伝子組換え生物等の適切な使
・用について徹底していただくようお願いいたします。

また、都道府県知事及び政令指定都市の長におかれましては、標記に？いて貴管下の研
究機関に対して周知くださいますようお願いします占

＜お問い合わせ先 ＞

文部科学省研究振興局ライ フサイエンス課

生命倫理 ・安全対策室

Ｅ－ｍａｉｌ：ｋｕｍｉｋａｅ＠ｒｎｅｘｔ．ｇｏ．ｊｐ

電　 話 ：03－6734【4 113
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